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日本国憲法について 

衆議院議員 横路 孝弘 
 
１． 日本国憲法 
① 歴史のなかに存在していること 
（カイロ、テヘラン、ヤルタ、サンフランシスコ、ポツダム） 
     ↓ 
軍国主義の体制と決別し、平和な民主国家に生まれ変わること 
    ↓ 
民主化、脱軍事化、脱植民地化 

 
② 近代史における日本（攻められたことはない） 
  台湾出兵、日清戦争、日露戦争、第１次世界大戦、シベリア出兵、満州事変、支

那事変、太平洋戦争 
 
③ 戦争遂行するための国家体制はどうであったのか 
・ 基本的人権の抑圧（表現の自由、報道の自由） 
・ 治安維持法 
・ 国家総動員体制 

人、物、情報、お金のコントロール（徴用、物価統制令など） 
・ ワイマール憲法 48条２項 

公共の安寧秩序に著しい障害が生じ、またはそのおそれがあるときは、大

統領は、公共の安寧秩序を回復させるために必要な措置をとることができ、

必要な場合には、武装兵力を用いて介入することができる。 
この目的のために、大統領は、一時的に、第 114条〔人身の自由〕、第 115

条〔住居の不可侵〕、第 117条〔信書・郵便・電信電話の秘密〕、第 118条〔意
見表明等の自由〕、第 123条〔集会の自由〕、第 124条〔結社の自由〕および
第 153条〔所有権の保障〕に定められている基本権の全部または一部を停止
することができる 

 
④ 国家が第一、国民は第二 

 
 
２． 世界の憲法と日本の憲法 
 日本の憲法は、世界各地で勝ち取られていた人類の知恵のかたまり 
イギリス  議会制民主主義 

  フランス  人権宣言 
  ドイツ   労働者の権利、生存権 
  アメリカ  法律による手続き（due process of law） 
  日本国   憲法９条 
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３． 憲法 9条の流れ 
① 戦 争―国家主権 

     ↓ 
   戦争違法化への動きが生まれる。 
   第一次大戦のあと…アメリカ・戦争非合法（自衛戦争を含むあらゆる戦争） 
            欧  州・集団的安全保障による戦争抑止 
              ↓ 
            国際連盟 
              ↓ 
            パリ不戦条約 
              ↓ 
            国連憲章 
              ↓ 
            日本国憲法９条 
 
② マッカーサー・幣原喜重郎総理大臣（昭和 21年１月 24日） 
マッカーサーアメリカ上院外交合同委員会証言（昭和 26年５月５日） 
     ↓ 
   原爆の衝撃―戦争の放棄 

 
③ 憲法９条の与えたメリット 
・ 戦後の繁栄… 民需による発展（電気、自動車など） 
・ 戦争に参加せず… 朝鮮戦争、ベトナム戦争 
・ 戒厳令と無縁な自由社会 

 
④ 世界の平和戦略、核や通常兵器の軍縮 
・ 日本の戦略的優位性… 武器輸出や軍事介入のしない国 

 
⑤ テロを封じ込めるために軍事力は有効なのか 
・ イラクの現実 
・ 国際的な協力の枠組み 
・ 国際刑事司法裁判所 
・ 貧困の解決 

 
 
４． 憲法改正の論点 

○ 日本の憲法… 日本の骨格・かたち、国の目標・理念 
○ 憲法改正しなければ出来ないこと 
 ・天皇元首制、大統領制、首相公選制、二院制の廃止、憲法裁判所の新設 
 ・集団的自衛権の行使、海外での武力行使 
 ・緊急事態宣言（戒厳令） 
 ・基本的人権の大幅な制限 
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５． 憲法改正のねらい 
①憲法 9条の改正 

    戦後憲法論争のなかで確立した原則…９条１項、２項を前提として確立 
・ 自衛権行使の３要件 
・ 海外派兵、集団的自衛権の不行使 
・ 攻撃的兵器を持たない…中長距離ミサイル、非核３原則、空母 
・ 武器禁輸 
・ 徴兵制度 
・ シビリアンコントロール 
・ 専守防衛 

     ↓ 
   これらの原則は憲法９条１項、２項、特に２項があっての原則 

 
  ②改正の要求 

・ アメリカ…日米同盟の障害、集団的自衛権の行使 
   ↓ 
  世界どこでも、いつでも自衛隊はアメリカと共に…「保安官の助手」論 
・ 経済界…軍事産業 
・ 改憲論の背景…戦後史を全面的にリセットして出直したい 
         不況下の閉鎖感を打ち破りたい 
         憲法さえ変えれば新しい日本 
         再び、国家第一、国民第二 
         米国のパートナーとなることで国際的地位を確立したい 
         軍事的なプレゼンスで、国際的影響力を行使しよう 

 
③ ９条がなくなったら 
・ 日米同盟の強化、軍隊の日米運用の一元化 
・ 軍事産業の振興、徴兵制度 
・ 国家の権力が強化され、国民の基本的人権が制約される 
・ 専守防衛から抑止力へ…相手に脅威を与える軍事力 
             先制的攻撃論 
             攻撃は最大の防衛なり 
・ 核武装論など…結局、戦後憲法論争の中で確立した原則がゼロになり、軍事論

に立脚することになる 
 
④ ナショナリズムは、どの民族にあっても悪いものではない 
ただ浅はかなナショナリズムというのは、 
・ 老人の場合、一種の呆けである 
・ 壮年の場合は、自己についての自信のなさの一表現かもしれぬ 
・ 若者の場合は、単に無知のあらわれでしかない 

                             －司馬遼太郎― 
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６． 国連の平和構想 
① 国連軍と軍縮…ゾーリン・マクロイ協定 

 
② ＰＫＯと多国籍軍 

 
 
７． 憲法改正に共通している考え方 
① 天皇元首 

 
② ９条改正、集団的自衛権の行使 

 
③ 国防の義務 

 
④ 総理大臣の権限の強化 
   非常事態宣言と基本的人権の制約 
     ｜ 
   アメリカ 9･11以後の状況…愛国者法による基本的人権の大幅制限 

 
 
８． 憲法改正手続き 
①憲法 96条…各議員の総議員の 3分の 2以上の賛成 
       国会が発議 
       国民に提案してその承認 
       国民投票または国会の選挙の投票の際、その過半数の賛成 

 
  ②自民党の手続き法…個別か一括か 
            マスコミ報道への制約 
            賛否の表明の仕方 
 


